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情報通信行政･郵政行政審議会 

郵政行政分科会（第９５回）議事録 

 

 

第１ 開催日時及び場所 

令和６年１１月２５日（月）１４：００～１４：２４ 

Ｗｅｂ審議による開催 

 

 

第２ 出席した委員（敬称略） 

佐々木 百合（分科会長）、実積 寿也、滝澤 光正、巽 智彦、 

藤沢 久美 

（以上５名） 

 

第３ 出席した関係職員等 

牛山郵政行政部長、柳迫信書便事業課長 

事務局：坂平情報流通行政局総務課課長補佐 

 

 

第４ 議題 

諮問事項 

特定信書便事業の許可、信書便約款の変更の認可及び信書便管理規程の設定

の認可【諮問第１２５８～１２６０号】 
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開 会 

 

○事務局（坂平） 委員の皆様、お待たせいたしました。事務局の坂平でございます。

本日は、お忙しいところ皆さん御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本

日、委員７名中５名の委員に御出席をいただいておりますので、定足数は満たしており

ます。 

 それでは、定刻になりましたので、郵政行政分科会第９５回を開催いたします。 

 恐れ入りますが、佐々木分科会長におかれましては、議事の進行をよろしくお願いい

たします。 

○佐々木分科会長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまから、情報通信行政・郵政行政審議会郵政行政分科会第９５回を

開催いたします。 

 本日はウェブ審議を開催しており、委員７名中５名が出席されておりますので、定足

数を満たしております。ウェブ審議となりますので、皆様、御発言の際はマイク及びカ

メラをオンにし、お名前をおっしゃってから御発言をお願いいたします。 

 また、本日の会議は、情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第９条第１項ただし書

の規定に従い、諮問事項でございます「特定信書便事業の許可、信書便約款の変更の認

可及び信書便管理規程の設定の認可」については非公開にて行いたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○佐々木分科会長 それでは、本日の議題の審議は非公開とさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいります。 

 本日の議題は、諮問事項３件でございます。 

 諮問第１２５８号から１２６０号「特定信書便事業の許可、信書便約款の変更の認可

及び信書便管理規程の設定の認可」について、総務省のほうから御説明をお願いいたし

ます。 

○柳迫信書便事業課長 お世話になります。総務省信書便事業課長の柳迫でございます。 

 本日は、諮問第１２５８号の「特定信書便事業の許可」、第１２５９号の「信書便約

款の変更の認可」、そして、第１２６０号の「信書便管理規程の設定の認可」の３件に
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ついて説明させていただきまして、これらの許認可の可否につきまして御審議いただき

たいと思っております。 

 それでは、まず諮問第１２５８号「特定信書便事業の許可」について、資料９５－

１を御覧ください。表紙をおめくりいただきまして、１ページ目が諮問書でございます。

本件は、特定信書便事業への新規参入希望者８者からの特定信書便事業の許可申請につ

いて審査した結果、民間事業者による信書の送達に関する法律、いわゆる信書便法に掲

げる基準に適合していることから、許可することといたしたく諮問をさせていただくも

のでございます。 

 別紙１の横長の資料を御覧ください。おめくりいただきまして、３ページに、今回新

規参入を希望して特定信書便事業の許可を申請した者と、その提供サービスの概要がご

ざいます。今回の許可申請者は、１番の株式会社ミツバアビリティ、２番の株式会社キ

ャリアカーサービス、３番の大阪トヨタＬＯＧＩ＆Ｂ－ＴＥＣ株式会社、４番の株式会

社ガッツ、５番のＯｌｄ Ｎｅｗ、６番の株式会社大木産業、７番の肥銀ビジネスサ

ポート株式会社、８番のラインサポート有限会社の８者でございます。これらの申請者

が現在営んでいる主な事業を記載しておりますが、注２のなお書きに記載していますと

おり、いずれの申請者も貨物運送業の許可等を受けております。 

 なお、前提としまして、特定信書便事業が提供できる役務としましては、信書便事業

法第２条第７項、こちらに第１号から第３号まで定める役務がございます。１号役務は、

長さ、幅、厚さの合計が７３センチを超える、あるいは重さが４キロを超える信書便物

を送達する役務。また、今回は申請がありませんが、２号役務は、信書便物を引き受け

てから３時間以内に送達する役務。３号役務は、引受料金が８００円を下回らない高付

加価値の信書便物を送達する役務と御理解いただければと思います。 

 各申請者とも本社所在地の近県を提供区域としております。また、提供サービスとし

ては、各申請者とも１号役務を提供することとしており、加えて２番の株式会社キャリ

アカーサービス及び４番の株式会社ガッツの２者については、３号役務についても提供

予定となっております。 

 申請者の事業の概要は以上でございまして、次ページ以降では、信書便法第３１条に

規定する３つの許可基準について、引き続き説明させていただきます。 

 許可基準の１点目として、その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なも

のであることが求められており、これを判断するために、信書便物の引受け、配達の方

法を役務ごとに適切に定める必要がございます。これについて、役務ごとにまとめたも

のが４ページの表となっており、いずれの申請についても、信書便管理規程の遵守義務
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のある者が、差出人から直接引き受け、配達することとしており、信書便物の秘密を保

護するため、適切なものであると認められます。 

 続きまして、許可基準の２点目が、その事業の遂行上適切な計画を有するものである

ことでございます。ここでは、ある程度継続的に事業を営む見込みがあるものとして、

事業開始時及びその翌年度までの間について、事業収支見積書を算出することなどを求

めており、事業収支見積りの算出が適正かつ明確であることが、審査基準の一つとなっ

ております。 

 ５ページでは、事業者において、顧客へのヒアリングや需要調査を基に利用見込通数

を算出し、サービス予定単価を乗じた額や契約見込者との間で予定する契約見込額を考

慮して、信書便事業の見込収入を算出したものでございます。 

 この事業見込収入を踏まえて、６ページでは収支と利益をまとめていまして、いずれ

も事業開始当初の事業年度と翌事業年度の２か年分を提出いただいております。信書便

事業支出につきましては、信書便事業に従事する人件費や車両関係経費等について項目

ごとに積み上げた額や、一般管理費等については他の貨物運送事業との収支比などの案

分によって算出しております。信書便事業収入から信書便事業支出を引いた信書便事業

としての営業利益は表の右から２列目になりますけど、いずれも事業収支には特段の問

題はなく、妥当なものと判断させていただいております。また、その他の事業に係る収

益を含めた事業者全体の利益は、当期純利益として記載しており、こちらも特段の問題

はなく、収支が見込まれているところです。 

 許可基準の２点目のその事業の遂行上適切な計画を有するものであることのもう一つ

の審査基準として、役務内容が法に適合していることについても審査しており、いずれ

の申請についても、１号役務としてのサイズは７３センチを超え、または重量が４キロ

グラムを超えるものとなっており、また３号役務については、その料金が８００円を超

えるものとなっており、法の規定に適合していると認められることから、以上の審査結

果により、事業の遂行上適切な計画を有するものであると認められるものです。 

 最後、許可基準の３点目は、その事業を適確に遂行するに足る能力を有する者である

こととして、資金計画及び必要な行政庁の許可について審査しております。資金計画と

しては、７ページに純資産の額、信書便事業の開始に要する資金を記載しており、事業

開始に要する資金は、具体的には人件費の２か月分、それから、賃借料の１年分などを

合計した金額としており、各社とも全額自己資金による調達をすることとしており、開

始に要する資金を有するものと認められます。 
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 また、行政庁の許可については、事業概要で御説明したとおり、いずれの申請者も一

般貨物自動車運送事業の許可または貨物軽自動車運送事業の届出がなされていることを

確認しており、事業を適確に遂行するに足る能力を有するものと認められます。加えて、

いずれの申請者についても、信書便法第８条に規定する直近２年以内に法令違反の処分

を受けた者といった欠格事由には該当しないことを確認しております。 

 以上により、各者とも信書便法に掲げる許可の基準に適合していると認められること

から、特定信書便事業の許可をすることといたしたいと考えております。 

 なお、別紙２については、これらの審査結果をまとめたものとなりますので、説明は

割愛させていただきます。 

 続きまして、資料９５－２、諮問第１２５９号「信書便約款の変更の認可」について

説明させていただきます。信書便法第３３条第１項の規定において、特定信書便事業者

は信書便の役務に関する提供条件について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けな

ければならないとされており、これを変更する場合も総務大臣の認可が必要となってお

ります。今般、平成１６年に事業許可を受けた赤帽福井県軽自動車運送協同組合から、

信書便約款の変更について申請があったことから、変更の認可について御審議いただく

ものでございます。 

 なお、先ほど御説明した今回新たに特定信書便事業の許可申請者８者については、標

準信書便約款を適用することとしているため、約款に係る認可は不要となっております。 

 ２ページから３ページまでの別紙１が変更認可申請の概要でございます。今般の変更

申請の趣旨としては、現行約款に規定している、長さ、幅、厚さの合計が９０センチ

メートル超としている１号役務のサイズについて、これを７３センチメートル超とする

ことでサービス向上につながり、需要の増加が見込まれることから変更認可を希望して

いるものです。 

 平成２７年の信書便法改正では、特定信書便役務の範囲が拡大されており、１号役務

については、取り扱うことのできる信書便物のサイズを３辺計９０センチメートル超か

ら３辺計７３センチメートル超まで拡大したところであり、法改正後、各事業者に対し

て法改正の周知を行ってきたところではありますが、これまで当該事業者からのサイズ

変更の変更認可の申請はなかったところ、事業者において検討の結果、サービス向上や

需要喚起の観点から今般変更申請があったものでございます。 

 また、今般の変更の機会に合わせ、提供区域、料金等の掲示方法について、店頭掲示

のみだったものから、店頭掲示またはウェブサイトへの掲載へと、本年行った標準信書

便約款の改正に合わせた変更も行うこととしております。 
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 このほか、平成２７年に標準信書便約款を制定した際に盛り込まれた延滞料の規定を

標準信書便約款の記載に合わせて追加することや、平成３１年４月１日に施行された商

法の一部改正による標準信書便約款の改正に合わせ、損害賠償の条件について標準信書

便約款の記載に合わせた変更を行うものでございます。 

 別紙２は以上の審査結果をまとめているものであり、いずれの変更部分についても、

適正かつ明確に定められているため、認可の基準に適合していると認められるところで

ございます。 

 続きまして、資料９５－３、諮問第１２６０号「信書便管理規程の設定の認可」につ

いて説明させていただきます。信書便法第３４条で準用する同法第２２条第１項の規定

において、特定信書便事業者はその取扱い中に係る信書便物の秘密を保護するために、

信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受

けなければならないとされております。１ページが諮問書で、今回の特定信書便事業の

許可申請者８者について、信書便管理規程の設定の認可も必要であるため、当該認可に

ついて御審議いただくものでございます。 

 ２ページから３ページまでの別紙１が信書便管理規程の設定の認可申請の概要でござ

います。これは、信書便法施行規則第３１条第２項に、信書便管理規程に記載すべき事

項が定められており、各申請者の信書便管理規程の記載内容について、各事項が適切に

規定されているかを確認し、認可するものでございます。 

 １点目の信書便管理者の選任及び職務については、事業場ごとに管理責任を果たすこ

とができる役職者等から選任することとされており、またその職務内容は、信書便の業

務の監督並びに顧客の情報及び信書便物の管理を含め具体的に規定されていると認めら

れます。 

 ２点目の信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法については、引受け、送達途中に

おける滅失、毀損防止策、誤配達の防止、還付できない信書便物の管理、顧客情報等の

管理等について適切に規定されており、また３点目の事故発生時等の措置についても、

信書便管理者への報告、滅失、毀損、遅延等の対応、再発防止策の実施、事故の内容及

び処理結果の記録等措置すべき内容が明確に規定されていると認められます。 

 ４点目の教育及び訓練については、日常業務を通じて実施するほか、新規採用時、事

故等の発生時等に際しても、必要に応じて実施することが規定されていると認められま

す。この信書便管理規程については、総務省において記載例をあらかじめ公表しており

まして、今回の申請内容については、全者これに沿って過不足なく記載されていること








